
お申し込みはお電話で！

板橋区役所 建築安全課 老朽建築物対策係
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家のこれからのこと、
考えてみませんか？

空家・古家
相談会

板橋区役所
主催！
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第1回 06月26日 10時～15時

第2回 07月31日 13時～17時
第3回 09月11日 13時～17時
第4回 10月15日 13時～17時

第5回 11月19日 13時～17時

相談
無料！

相続・税金・リフォーム・売却など、空家・古家所有者の皆様の悩みに
税理士・司法書士・宅地建物取引士がチームとなってお答えします！
対象となる方：
①板橋区内に空家・古家を有す所有者様、親族様等
②板橋区外に空家・古家を有す、板橋区内在住の所有者様、親族様等

事前予約制・先着順です。相談は最大50分間です。
会場：板橋区役所本庁舎内会議室（５階11番窓口・建築安全課へお越し下さい）
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